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Ⅰ．背景 

 

現在、日本において人口減少による働き手不足が大きな社会問題となっている。生産年齢

人口は 1995 年の 8,716 万人をピークに減少しており、2020 年には 7449 万人まで減少して

いる 1)。つまり、日本は少子高齢化に伴い働き手が不足する一方で、社会保障給付金が増加

している危機的な状況に直面している。 

このような状況下において、安倍晋三内閣は、2016 年に、女性も男性も、お年寄りも若

者も、一度失敗を経験した方も、障害や難病のある方も、家庭で、職場で、地域で、あらゆ

る場で、誰もが活躍できる、全員参加型の社会を目指そうとする 「1 億総活躍社会」を打ち

出し、働き手を増やすように動き出した 2)。その中で、特に注目されているのが、障害者雇

用である。労働政策研究・研修機構の統計によると、雇用されている障害者数は 2003 年か

ら増加傾向にあり、障害者雇用促進法を概ね 5 年ごとに改正させることで、障害者雇用を促

進している 3)。今後、1 億総活躍社会を実現するためには、障害者の雇用を増加させること

が必要不可欠であるといえよう。 

また、経済的な観点から見ても、障害者雇用を促進させるメリットは大きい。日本の令和

4 年度の予算を見ると、障害福祉サービス関係費（自立支援給付費＋障害児措置費・給付費

＋地域生活支援事業費等）に 1 兆 8,478 億円かけている現状にあり、13 年で約 3 倍に増加

している 4)。実際、障害者雇用に関して、2021 年時点で日本の民間企業に雇用されている

障害者の数は 597,786 人（前年度比 19,595 人増加）となり、18 年連続で過去最高となって 
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いる 5)。また、障害者の実雇用率も 2.20％となっており、前年より 0.05 ポイント上昇して

いる 5)。政府の障害者雇用にかける期待は大きいといえる。 

その一方で、法定雇用率達成企業の割合自体は 48.3％となっており、全体の半数も満た

していない 5)。加えて、2018 年時点の平均賃金を比較すると、男性が 337,600 円、女性が

247,000 円、障害のない人が男女合わせて 306,200 円に対して、身体障害者は 215,000 円、

知的障害者は 117000 円、精神障害者は 125,000 円、発達障害者は 127,000 円と低くなって

いる 6）7）。また、同資料により平均勤続年数を比較しても、障害のない人が 12 年 4 か月な

のに対し、身体障害者は 10 年 2 か月、知的障害は 7 年 5 か月、精神障害は 3 年 2 か月、発

達障害者は 3 年 4 か月と定着しづらい現状があるいえることから、依然として、障害者にと

って働き続けることが容易であるとは言えないだろう 6)7)。人は誰でも、障害者になる可能

性がある。しかしながら、障害があるからと言って働くことが出来ないわけではない。工藤

(2008)は、障害者の場合、雇用条件・職場環境調整の遅れ等によって｢非労働力｣になってい

ることが多いと指摘している 8)。つまり、人間なら誰でも抱える機能不全が生産活動の場に

おける障害とならないように社会の環境を整備する、いわゆる「弱者を作らない環境整備」

をすることが重要であろう 9) 。この「弱者を作らない環境整備」をするためには、障害の

ある人の自立や自律を支援することが不可欠である。 

広辞苑において、「自立」は「他の援助や支配を受けず、自分の力で判断したり身を立て

たりすること。ひとりだち」、「自律」は「自分の行為を主体的に規制すること。外部からの

支配や制御から脱して、自身の立てた規範に従って行動すること」と定義されている 10)。

しかしながら、分野ごとに定義は微妙な差異を示していることから、「自立」や「自律」は

共通の定義を下すことが難しい概念である。このため、「自立」や「自律」の概念を整理し、

再定義する必要がある。また、福祉学分野や心理学分野等において概念をまとめた論文はあ

るものの、障害者の自立及び自律の定義に焦点を当てた研究自体はまだ少ない現状にある。

そこで、本稿では、日本における自立と自律の概念に関する構成要素を整理・検討すること

を目的とする。 

 

Ⅱ．方法 

 

本研究においては、(1)行政機関が発行する法律や資料における定義と(2)研究論文等にお

ける定義から自立と自律の定義について整理した。行政機関が発行する文書や法律における

定義については、2005 年度以降の厚生労働省及び文部科学省の資料から収集することとし

た。研究的定義は、障害者自立支援法が制定された 2005 年以降に発行され、J-STAGE と

CiNii で「自立 定義」「自律 定義」と検索し抽出された論文のうち、以下の表 1 の資料

選定基準を満たした論文をレビューの対象とした。 

 

表 1 研究的定義における資料選定基準 

① 2005 年以降に発行された論文であること 

② 「自立」や「自律」の用語の定義を記載していること 

③ 歩行自立に関するものや人以外を対象とした自立や自律の定義に関する内容は除外すること 
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Ⅲ．結果 

 

1．行政機関：厚生労働省・文部科学省の法律や資料における「自立」及び「自律」に関す

る定義 

1-1)．自立の定義 

厚生労働省及び文部科学省等において、「自立」について定義されていたものは、10 件

あった。その中には、文部科学省の学習指導要領や厚生労働省の「新しい社会的養育ビ

ジョン」、社会福祉法第 3 条が含まれていた。 

表 2 厚生労働省及び文部科学省における自立の定義 

文献 

番号 

機関名 

（教科等） 
記載内容 

11) 文部科学省 

（次代を担う

自立した青少

年の育成に向

け て （ 答

申）） 

青少年が社会から期待されている役割を果たすために必要とされる意欲を「自立への

意欲」と称した 

「自立への意欲」とは、進学するために学習したり就職するために準備したりといっ

た具体的事象に対して発揮されるだけでない。そのような学習や準備に至る前の段階

において、例えば何事にも興味や関心を抱き探求しようとする心持ちや、興味や関心

を持った物事に具体的に取り組んでみようとする気構え、社会の一員としての自覚と

責任を持ち，社会のルールやマナーを学び、それを守るとともに、積極的に社会とか

かわる態度を培うことなども含まれる。 

12) 文部科学省 

（幼児教育要

領） 

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の中に「2．自立心」という項目があり、

その項目の説明には以下のように示されている。 

身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを

自覚し、自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げ

ることで達成感を味わい、自信をもって行動するようになる。 

13) 文部科学省 

（生活科） 

生活科における自立は、一人一人の児童が幼児期の教育で育まれたことを基礎にしな

がら、将来の自立に向けてその度合を高めていくことを指しており、大きく次の 3 つ

の自立が示されている。 

①学習上の自立 

自分にとって興味・関心があり、価値があると感じられる学習活動を自ら進んで行う

ことができるということであり，自分の思いや考えなどを適切な方法で表現できると

いうこと 

②生活上の自立 

生活上必要な習慣や技能を身に付けて、身近な人々、社会及び自然と適切に関わるこ

とができるようになり、自らよりよい生活を創り出していくことができるということ 

③精神的な自立 

上述したような自立（①②の自立）へと向かいながら、自分のよさや可能性に気付

き，意欲や自信をもつことによって、現在及び将来における自分自身の在り方を求め

ていくことができるということ。 

14) 文部科学省 

（特別支援） 

特別支援教育の学習指導要領の自立活動編では、自立活動を「個々の実態把握によっ

て導かれる「人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素」及び「障害に

よる学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素」、いわゆる心身の

調和的な発達の基盤に着目して指導するもの」として定義している。 

15) 生徒指導提要

（改訂版） 

第 10 章の「不登校」の内容の中で、社会的自立を「依存しないことや支援を受けな

いということではなく、適切に他者に依存したり、自らが必要な支援を求めたりしな

がら、社会の中で自己実現していくという意味であると捉えること」と定義してい

る。 

16) 社 会 福 祉 法 

第 3 条 

社会福祉法の第 3 条には、「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容

は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切な

ものでなければならない。」と書かれている。 

17) 厚 生 労 働

省,2017 

自立生活のための社会的基盤として、以下の 6 つが挙げられている。 

①安定的で適切な居住環境、②市民的権利としての社会保障・社会福祉制度への包

摂、③生活ニーズを充足できる水準の所得、④就労機会の確保と適切な労働条件、⑤

一般的に推奨される諸活動・社会参加の機会、⑥教育機会の確保等である。 

18) 全国自立セン

ター協議会 

自立とは、「重度の障害があっても、どのような障害でも、自分の人生のリーダーシ

ップをとること」と定義している。また、自立生活とは、「入居施設ではなく地域の

中でそれぞれの必要なサポートを受けて、誰とどこで、どんなふうに人生を歩んでい

くかを自分で決めること」と定義している。 
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1-2)．自律の定義 

 厚生労働省及び文部科学省等において、「自律」について定義されていたもので、人を

対象にしていた文献は、文部科学省 学習指導要領（道徳編）の 1 件のみであった。 

 

表 3 行政機関における自立の定義 

文献 

番号 

機関名 

（教科等） 
記載内容 

19) 文部科学省（道徳） 自分の内部に自ら規律を作ること。 

 

 

2．研究論文：J-STAGE 及び CiNii における「自立 定義」、「自律 定義」の定義 

2-1). 自立の定義 

 J-STAGE および CiNii で抽出された論文において、自立や自律の定義が示されている

ものは、J-STAGE で 21,107 件、CiNii で 504 件がヒットし、資料選定基準にあてはまり、

かつ閲覧可能な文献は 49 件であった。その抽出された定義について表でその中には、浜

崎ら(2006)における「自立高齢者」の定義の中における自立や田中(2012)の大学生におけ

る自立を青年期の心理的発達の観点から観点からとらえている文献等が含まれていた 20,33)。

「自立」の定義は大きく、(1)尹(2007)や大矢ら(2012)などが述べる主に「自力で物事を行

うことができる 」と捉えた文献、(2)安彦(2017) や高橋ら(2021) などが述べる自己決定や

社会的参加という観点から捉えている文献の 2 つに分けることができた 21,31,43,56)。高齢者

を対象とした研究における「自立」の定義は、浜崎ら(2006) や宮原ら(2008) の研究のよ

うに「自力で日常生活における動作ができる」ことに関連した定義が大半であった 20,25)。

一方で、生活保護者を対象とした研究においては、岩永(2009)や遠藤(2020) のように、自

己決定や社会的参加に焦点を当てた研究が多かった 26,51)。障害者を対象とした研究におけ

る「自立」の定義については、成人先天性心疾患患者を対象とした落合ら(2012) の研究の

ような就労状況、年収、障害年金受給状況に焦点を当てた研究がある一方で、筋ジストロ

フィー患者を対象とした山口(2013) の研究のように意思決定や選択に焦点を当てた研究が

あった 32,36)。また、東村(2012) が自立概念の 1 つとして「関係の中の自立」と述べてい

るように障害者の自立においては「依存」の概念は必要不可欠である 34)。実際、小児がん

患者における自立観を述べた笠井(2019) の研究においても、小児がん患者は「自立をする

ときも親の協力を得たい」と話していた 49)。 
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表 4-1  研究分野における自立の定義 

文献 

番号 
対象者 記載内容 共通する定義や概念 

20) 高齢者 この研究において対象とした高齢者（自立した高齢者）は、

「地区の公民館まで自力で通うことができる 60 歳以上の高齢

者」であった。 

自力で通うことができ

る 

21) 成人未婚者 成人子の自立は、その内容においても経済的自立,情緒的自立,

生活的自立など一括することができない複雑な概念であり、

それぞれの自立に影響を与える要因も異なると述べられてい

る。 

経済的自立、情緒的自

立、生活的自立 

22) 農村の 1 人

暮らしの高

齢者 

oper＆ Shapira による質的帰納的分析方法を参考に、ー人暮

らし高齢者 16 名を対象に調査を行った結果、《自分自身の意

志と生活の尊厳を保持すること》《自分が生きてきたむらの自

然や人とともにあろうとすること》が抽出された 

自分自身の意志と生活

の尊厳を保持するこ

と、自分が生きてきた

むらの自然や人ととも

にあろうとすること 

23) フリーター フリーター自立を「親から経済的に自立して大人になる過程

において、個人の一連の過去と一連の未来をつないで人生に

ひとつのまとまりを生み出し、何らかの個人的および社会的

な価値の実現をもたらすような経歴を達成すること」と定義

している。 

個人的及び社会的な価

値 

24) フィンラン

ドの独居高

齢者 

・社会構造から逃れた個人を主体化する力を「自立」と定義

した。 

・自立と依存は明確に分離することのできる概念ではなく、

両者が錯綜した状態の中で互いの適用領域を定義し合ってい

る． 

（「フィンランドの高齢者福祉における在宅介護サービスは、

一人で暮らす人々の「自立」を支えているが、高齢者達が経

験する身体的な危険はホームヘルパー達の介人を正当化し、

彼らを施設へと移転させる契機としてシステムの中に組み入

れられている一方で、そうした介入の機会は、高齢者達の側

から能動的な働きかけを行う契機ともなっている。」ことが事

例として挙げられている。） 

社会構造から主体化す

る力 

25) 高齢者 老研式指標の下位尺度である「手段的自立」の 5 項目（バ

ス・電車での外出，日用品の買い物，食事の準備，請求書の

支払い，預貯金の出し入れ）ですべて「はい」と答えた者を

「自立」とした。 

手段的自立 

26) 生活保護者 板橋区の自立支援プログラム作成を検討した結果、自立には

経済的自立だけでなく日常生活自立と社会生活自立があるこ

とが明らかとなった。 

経済的自立、日常生活

自立、社会生活自立 

27) フリーター 「キャリア自立」を「外的キャリアと内的キャリアの視点か

らとらえた自立の過程」と定義した。 

 

外的キャリア 

28) 老人クラブ

会員 

Lawton の体系をもとに東京都老人総合研究所の古谷野ら 7) 

が開発した自記式の高齢者用生活機能評定尺度を用い、手段

的自立 5 項目（バス・電車での外出，日用品の買い物，食事

の準備，請求書の支払い，預貯金の出し入れ）において、す

べて「はい」と答えた者を自立とした。 

生活機能 

29) 就労によっ

て生活保護

が廃止とな

った世帯 

「働きによる収入の増加・取得」により廃止した世帯を、生

活保護から自立した世帯と定義した。 

 

「働きによる収入の増

加・取得」により廃止

した世帯 

30) 大学生 自立を青年期の心理的発達の観点から考え、「自分の感情や考

え，行動に関して自ら主体的に管理・決定すること、かつ、

それらに関して責任をもつこと」と定義した。 

主体的に管理、決定 

31) 高齢者 IADL の手段的自立の項目である「バスや電車を使って 1 人

で外出できますか」「日用品の買い物ができますか」「自分で

食事の用意ができますか」「請求書の支払いができますか」

「銀行貯金・郵便貯金の出し入れが自分でできますか」に全

て「はい」と回答した者を IADL 自立とした． 

手段的自立 
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表 4-2  研究分野における自立の定義 

文献 

番号 
対象者 記載内容 共通する定義や概念 

32) 身体障害者

手帳を有す

る成人先天

性心疾患患

者 

社会的自立を表す指標として就労状況、年収、障害年金受給

状況を尋ねた。 

就労状況、年収、障害

年金受給状況 

33) 大学生 因子分析を行った結果、自立した人物像として、「自己決定」

「社会との関係」「他者を通した自己理解」「他者との協調」

「自己管理」「感情統制」の 6 因子がそれぞれ抽出された。 

自己決定、社会との関

係、他者を通した自己

理解、他者との協調、

自己管理、感情統制 

34) 障害者 テーマや領域を超えて、自立の捉え方という観点から整理す

ると、「個としての自立」、「関係の中の自立」、「脱－自立」の

3 つを抽出することができる。 

・「個としての自立」：他者の手を借りることなく、自らの力

で生きている状態 

・「関係の中の自立」：そもそも人は誰もひとりでは生きられ

ないのであり，他者に頼ることは必ずしも自立していないと

いうことにはならないということ。 

・「脱―自立」：自立という概念そのものに対する批判もなさ

れた。 

個としての自立、関係

の中の自立、脱－自立 

35) 統合失調症

患者 

・「社会資源を活用しながら本人らしい生活がその意思によっ

て営めるようになる状態」と定義した。 

・論文内において、孝霊直哉と同居している男性統合失調者

患者が「自立」に向かうプロセスである。 

本人らしい生活 

36) 進行性筋ジ

ストロフィ

ー患者 

「自ら地域で暮らすことを選択し、その生活について意思決

定や選択を行うこと」と定義した。 

自ら地域で暮らすこと

を選択し、その生活に

ついて意思決定や選択

を行うこと 

37) 60 歳以上の

自立してい

る男女 

研究に参加した対象者全員が、日常生活動作に低下が認めら

れず、自らの意志で健康診断に参加していることから、自立

高齢者であると判断した。 

自らの意志で健康診断

に参加している 

38) 地域に暮ら

している高

齢者 

利用者も支援者も， 双方が共に地域の中で円滑に安定した生

活を送ることができる視点からの自立への支援を行うことが

内容として書かれている。 

地域の中で円滑に安定

した生活を送ることが

できる 

39) 生活困窮者 在り方委員会による「自立」概念は，「利用しやすく自立しや

すい制度へ」という方向のもと，「社会福祉法の基本理念にあ

る『利用者が心身共に健やかに育成され，又はその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援す

るもの』を意味した。 

利用者が心身共に健や

かに育成され，又はそ

の有する能力に応じ自

立した日常生活を営む

ことができる 

40) 高齢者 要介護者を除く高齢者を「自立高齢者」とした。 要介護舎を除く高齢者 

41) 精神障害者 事業者は通過型グループホームを「あいだの空間」と位置づ

け，単身生活への移行を障害者の自立とみなす国や行政機関

の見解に即してその役割に肯定的であったが，入居者にとっ

ては別の希望の空間へと向かうために重要な物理的・社会的

な空間であるといえる。 

 

42) 高齢者 ・経済的自立と身辺自立は、人のある状態を示しており、そ

の能力や機能、あるいはそれに基づく義務の履行に応じて、

自由ないし財の配分が認められるべきだという規範を含意す

る場合がある。 

・他方、自己決定としての自立においては、そうした条件に

関わりなく、各人の自由が認められてよいという立場が含意

されている。 

各人の自由が認められ

てよいという立場 

43) 子ども もともと教育における自立は、「子供を一人前の大人にするこ

と」を意味していたが、教育の意味を考えると、「子供に未来

決定の自由を与える」態度が必要である。 

子どもに未来決定の自

由を与える 

44) 高齢者, 男性

のみ 

自立自存は本来、ひとりで生き抜くことを表す言葉である

が、ひとりで生活できるだけの技術を持ちつつ、他者とのか

かわりを持って生活を成り立たせていることに大きな特徴が

あるといえる。 

他者との関わりをもっ

て 
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表 4-3  研究分野における自立の定義 

文献 

番号 
対象者 記載内容 共通する定義や概念 

45) 中学生 中学生期に求められる自立とは，自分の身の回りのことを行

うだけではなく，家庭内での役割ということも含まれてい

る。 

自分の身の回りのこ

とを行うだけではな

く，家庭内での役割 

46) 高齢者 「自立的な高齢者」を「『要支援 1』以上の要介護認定を受け

ていない」「バスを利用可能」という 2 つの条件をクリアする

70 歳以上の高齢者と定義した。 

『要支援 1』以上の

要介護認定を受けて

いない」「バスを利

用可能」 

47) 児童養護施

設等退所児

童 

「経済的自立」の側面からアプローチをしている 

理由： 

・社会的養護経験者は、保護に至った背景より、自立後も血

縁関係のある家族から安定した支援を受けることが難しいケ

ースが少なくないこと 

・多くの場合，18 歳で就職した後、生活費を就労によって獲

得しながら住まいの確保も自力で行っていくことになること 

⇒健康で文化的な生活を維持できる給与の得られる職場へ就

職する事、尚且つその職を継続できる事は、社会自立を支え

る基盤となるものと考えられる。 

康で文化的な生活を

維持できる給与の得

られる職場へ就職す

る事、尚且つその職

を継続できる事は、

社会自立を支える基

盤となるものと考え

られる。 

48) ― 家庭科研究における自立概念は、 「相互依存関係を創り出す

こと」を自立の本質的な要件と理解した上で、「他者の力を借

りる必要があることを自覚して求められるとともに、他者の

要求を受け止め力を貸せる」資質を形成することの必要性が 

明らかとなった。 

 

49) 小児がん経

験者 

・小児がん経験者としての〈自立〉 

自分にとっての「自立」を達成する手段を模索した結果、小

児がん患者は「自立をするときも親の協力を得たい」と話し

た。 

立をするときも親の

協力を得たい 

50) 子ども 子どもの自立の状態には他者・制度の依存も含んでいる。 他者・制度の依存 

51) 生活困窮者 就労による経済的自立に限らず，参加者の社会関係の構築や

社会参加，地域の活性化といった効果に着目する研究があ

る。 

参加者の社会関係の

構築、社会参加，地

域の活性化 

51) 生活困窮者 「自立」を「日常生活自立」や「社会生活自立」を含むより

広義な概念として捉えて承認や参加の観点から捉えている。 

「日常生活自立」や

「社会生活自立」 

52) 生活困窮者 生活保護の３つの自立（日常生活自立、社会生活自立、就労

による経済的自立）と障害額の自立例（身辺自立、自立生

活、社会的自立、職業的自立、職業経済自立、経済的自立）

の間にずれや隙間が生じる。 

 

53) ― 「日常生活自立」と「社会生活自立」は「経済自立」の達成

見込みや稼働能力の有無に関係なく、全被保護者が達成しう

る「自立」である。 

「日常生活自立」

「社会生活自立」

「経済自立」 

54) 児童養護施

設利用者 

児童養護施設の指導員は、［自分の境遇や現状との対峙］を目

的にライフストーリーワーク（LSW）を実施しており、LSW

に加えて、日々の施設生活下で「国の援助があって生活でき

ていることを伝える」等、自律性の促しを行うことが利用者

の心理的自立に重要となることが示唆。 

自律性の促しを行う

こと 

55) ファロー四

徴症修復術

後患者 

この研究においては、社会的自立を就労しているかどうかで

とらえている。 

就労しているかどう

か 

56) 不登校傾向

の子ども 

条約、法律、社会福祉法などにあるように、社会や地域にお

いてその人らしく自立して生活するということ。 

社会や地域において

その人らしく生活す

る 

57) 障害者 価値ある他者と共に地域での生活を総合的に支援するより質

の高いサービスを要求でき、充実したサービスを享受するこ

とができる力量を形成するプロセスが自立であるととらえて

いる。 

充実したサービスを

享受することができ

る 

58) 高齢者 対象者を「自立した高齢者」としており、その定義は「要介

護認定を受けておらず、かつ日常生活動作が自立している 65

歳以上の高齢者」とした。 

要介護認定を受けて

いない 
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2-2). 自律の定義 

J-STAGE および CiNii で抽出された論文において、自律の定義が示されているものは、

J-STAGE で 22,546 件、CiNii で 374 件ヒットし、資料選定基準を満たし、閲覧可能な文

献は 18 件であった。自律の定義においては、まず対象者について学習者と難病患者に大

きく分けることができた。学習者における「自律」は、学習者を対象とした廣森(2013) 

の文献や英語学習者を対象とした前田(2015) の文献で、「自分自身の学習を管理する（コ

ントロールする）こと」という定義が共通していた 68,70)。また、難病患者における「自

律」は、中島(2005) や蓮尾(2010) のように、カントの道徳形而上学における哲学概念を

取り上げて述べられており、自己決定に焦点をあてていた 59,64)。 

 

 

 

 

 

表 5-1  研究分野における自律の定義 

文献 

番号 
対象者 記載内容 共通する定義や概念 

59) ASL の難病

患者 

自律はカントが道徳形而上学で述べた哲学概念であり、他

律の反対概念であるとしている。 

（例）自分の財産を増やすため, 社会的地位を高めるため, 

みなの前で恥をかかないため, 欲求をみたすために行うこと

は意志の他律といわれる一方で、財産, 地位, 名誉を得る目

的で行わないことが意志の自律とよばれる。 

 

60) ― 自律を「他者からの支配を受けないこと、自身の意思で行

為すること」と定義した 

自分の意思で行為す

ること 

61) 認知症患者 （ドゥオーキンの事前指示尊重論を取り上げ）「自律の権

利」とは、自らの生について誰からも支配されず自分で決

定する権利と定義される。 

自分で決定される権

利 

62) 難病患者 生命倫理学の学説や司法判断の立論においては、一定の条件

付きながら、死に関する〈尊厳〉の評価を、個々人の〈自己

決定〉という限定された意味での〈自律〉に委ねてきた」

（＝〈自律＝自己決定〉論） 

自己決定 

63) ― 先行研究から自律の概念を整理した結果、以下の内的条件と

外的条件があることが明らかになった。 

・内的条件：「行為主体性」「選好形成」「合理性」「表出」

（＝能力としての自律） 

・外的条件：「環境」 

「行為主体性」「選

好形成」「合理性」

「表出」（＝能力と

しての自律） 

64) 癌終末期の

患者 

自律存在である人間の存在と意味は、「人間として自由に自

己決定できる基本的人権にかかわる概念」であるとしてい

る。 

人間として自由に自

己決定できる基本的

人権にかかわる概念 

65) 終末期のが

ん患者 

自律存在である人間とは、自分のことは自分で行い、自分自

身をコントロールすることによって「“自立”し、“生産

的”であることに人間として最も重要な価値をおく」人間

の在り方をさす。 

“自立”し、“生産

的”であることに人

間として最も重要な

価値をおく 

66) ― （ギリガンの議論の中では）「自己による判断・決定」と定

義されている。 

自己による判断・決

定 

67) 児童虐待 

(親・子ども) 

・自律を「当事者（親・子）の意思決定 」とし、これに

「第三者によるその意思決定行為の擁護・支援」を加えた

用語として使用する。（意思決定能力の補完を意図する「援

助付き自律」の概念も含める） 

・児童虐待対応は、親と子、介入と自律という 2 組の対概

念から構成されている とが分かる 

当事者（親・子）の

意思決定 ,第三者に

よるその意思決定行

為の擁護・支援 

 

68) 学習者 （先行研究から「自律」や「自律学習」の意味を捉え直した

結果）学習者の自律とは、さまざまな状況・場面におい

て、学習者が自らの学習動機、学習方略、学習内容をコン

トロールできる能力に他ならないと結論付けた。 

さまざまな状況・場

面において、学習者

が自らの学習動機、

学習方略、学習内容

をコントロールでき

る能力 
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表 5-2  研究分野における自律の定義 

文献 

番号 
対象者 記載内容 共通する定義や概念 

69) ― 自律的意思決定とは、「一貫した価値や高次の反省能力を必

ずしも前提とせず、感情的な複合的態度である関心など自

身にとって重要なものを基礎」とするものとされた。 

一貫した価値や高次

の反省能力を必ずし

も前提とせず、感情

的な複合的態度であ

る関心など自身にと

って重要なものを基

礎 

70) 英語学習者

（中高生） 

第二言語習得研究の分野において最も引用されている自律性

の定義は Holec（1981）の「自分自身の学習を管理する能

力」である。 

自分自身の学習を管

理 

71) 看護職 看護職の自律性概念を文献を用いて分析した結果、「主とし

て米国で発展してきた看護師の自律性概念は、「職業的独

立」から「専門職としての意思決定」およびそれに影響する

「看護師に与えられる権限」へと移行し、ひとつの側面

clinical autonomy の概念が先鋭化され、その後 Kramer ら

によってより明確にされた「患者に最善なることに関心を

寄せて行為すること、そして看護実践領域においては独自

の臨床的判断を行い、重複して看護実践が行われる領域で

は相互依存的に意思決定すること」という定義がおおむね

の合意を得ているということができる」と結論付けた。 

患者に最善なること

に関心を寄せて行為

すること、そして看

護実践領域において

は独自の臨床的判断

を行い、重複して看

護実践が行われる領

域では相互依存的に

意思決定すること 

72) ― 「自律概念を否定しているのではなく、むしろ、自律を関

係性のなかで実現されたり，掘り崩されたりする、「創造的

な相互行為のための潜在能力 the capacity for creative 

interaction」の一部として再構成しようとする」というネ

デルスキーの理論を用いて論じている。 

関係性のなかで実現

されたり，掘り崩さ

れたりする 

73) ― 「自律」は、伝統的な近現代哲学では、カントのいう「道

徳的自律」が代表的とされるが、それと、特に英語圏で自

己決定とも言換えられる「個人的自律（ personal 

autonomy）」は、哲学的倫理学的意味合いが異なってい

る。 

・道徳的自律（カントの自律概念）：みずから理性で定めた

普遍的道徳に従うこと 

・個人的自律：個々の具体的な行為に関して自らの決定が行

使されること 

自らの決定で行使さ

れる 

74) 両親；遺伝

子・ゲノム 

論文内においては、「両親の自由な自己決定」を「自律」と

定義している。 

自由な自己決定 

75) ― 「関係的自律（relational autonomy）」を「フェミニズムや

共同体主義の観点から新たに提起された自律概念」と定義

し、この概念においては、「反省的に選択する合理的な判断

能力を含む自律性（autonomy）は、個人に予め内蔵された

ものとは見なされず、外部との関係において高められたり

（ enhance）、促されたり（ promote）、助成されたり

（ foster）、達せられたり（ attain）するもの（圓増

2014:104）、つまり「〈他者性〉を含み込んだ自律性」（深田 

2006）と見なされる」としている。 

フェミニズムや共同

体主義の観点から新

たに提起された自律

概念 

76) ― 「関係的自律の議論は、バイオエシックスなどの議論で用い

られてきた個人的自律の理想に対する批判と、社会的文脈に

組み込まれた人間の行為の理解のし方をめぐって展開され、

その議論は、現在、多様で複雑なものになっている」とされ

た。 
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Ⅳ．考察 

 

本論文では、「自立」と「自律」の定義をレビューすることで、障害者の自立と自律にお

ける要素を抽出することを目的とした。本考察では、行政機関からの法律や文書の定義から

障害者における自立と自律について考察する。 

 

1．共通要素の抽出からみられる自立と自律 

共通する要素から抽出された「自立」の定義については、(1)尹(2007)や刈谷(2020)などが

述べる主に「自力で物事を行うことができる 」と捉えた文献、(2)安彦(2017) や高橋ら

(2021) などが述べる自己決定や社会的参加という観点から捉えている文献の 2 つに分ける

ことができた 21,31,43,56)。高齢者を対象とした研究における「自立」の定義は、浜崎ら(2006) 

や宮原ら(2008) の研究のように「自力で日常生活における動作ができる」ことに関連した

定義が大半であった 20,25)。一方で、生活保護者を対象とした研究においては、岩永(2009) 

や遠藤(2020) のように、自己決定や社会的参加に焦点を当てた研究が多かった 26,51)。また、

「自律」の定義については、学習者における「自律」と難病患者における「自律」に分ける

ことができた。学習者を対象とした「自律」の定義については、廣森(2013) の文献や英語

学習者を対象とした前田(2015) の文献で、「自分自身の学習を管理する（コントロールす

る）こと」という定義が共通していた 68,70)。また、難病患者における「自律」については、

中島(2005) や蓮尾(2010) のように、カントの道徳形而上学における哲学概念を取り上げて

述べられており、自己決定に焦点をあてていた 59,64)。 

 

2．障害者における自立と自律の構成要素 

障害者における自立においては、自己決定や自己選択の要素が重要な要素であると考えら

れる。この自己決定の概念は、「依存しないことや支援を受けないということではなく、適

切に他者に依存したり、自らが必要な支援を求めたりしながら、社会の中で自己実現してい

くという意味であると捉えること」と定義している「社会的自立」の概念とも共通していた。

牧園ら(2009)は、伝統的な「自立」概念を「保護への依存からの脱却」すなわち「保護を受

けないで済むようになること」というニュアンスをもって受けとめられる概念であったが、

障害者の自立生活運動後の新しい「自立」概念は「自己決定権の行使」を自立ととらえるこ

とができるようになったと述べている 77)。これらのことから、「自己決定権の行使」におけ

る自立（＝社会的自立）は近年に出てきた新しい概念であると言え、「自立」の概念を述べ

て上で重要な要素であるといえる。 

障害者における自律においては、自己決定の要素が重要な要素であると考えられる。自律

の定義をしている論文は、障害者や高齢者における「自律」の定義をしている論文の他に、

中島(2005)や宮坂(2008)のように、難病患者を対象にしている研究がみられた 59,62)。また、

石川(2009)は、「自己決定する自立」を、自律を同義として用いていた 63)。これらのことか

ら、「自律」の概念は、「自立」の概念の中で自己決定の要素を抽出したものであるといえる。 

今後の課題として、障害者における自立に対する自己実現の要素が少ない現状にあること

がある。実際、学習指導要領の自立活動を「自立活動を「個々の実態把握によって導かれる

「人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素」及び「障害による学習上又は生

活上の困難を改善・克服するために必要な要素」、いわゆる心身の調和的な発達の基盤に着
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目して指導するもの」と定義している一方で、生徒指導提要(2022)における社会的自立にお

いては、「依存しないことや支援を受けないということではなく、適切に他者に依存したり、

自らが必要な支援を求めたりしながら、社会の中で自己実現していくという意味であると捉

えること」と定義されている。学習指導要領内において、「個別の教育的ニーズのある子ど

もに対し、自立と社会参加を見据え」のように社会的自立の概念は含まれているものの、目

標等においては明確にされていない。研究においても、障害者を対象にした研究で「自己決

定」を概念として明示した研究はなかった。このことから、障害者にも「自己決定」出来る

力の育成に繋がる教育カリキュラムを編成することが必要である。 
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ABSTRACT 

In order to realize a society in which all 100 million people are dynamically engaged, it 

is necessary to prepare an environment in which the weak do not work.  

Despite the importance of supporting the “autonomy” and “independence” of persons 

with disabilities, no research has been conducted to clarify the definitions of “autonomy” 

and “independence” in Japan. As a result, there can be confusion in the use of language. 

Therefore, it is necessary to clarify the difference between the definitions of 

"autonomous" and "independence". This study aimed to clarify the elements of 

independence and autonomy for persons with disabilities, focusing on Japanese papers 

and materials from government agencies.  

As a result of searching for materials from government agencies in Japan, 10 

definitions of independence and 1 definition of autonomous were extracted. And 

searching for papers, 49 definitions of independence and 18 definitions of autonomous 

were extracted.  

In conclusion, it became clear that self-determination and social participation are 

important factors for the autonomy and independence of people with disabilities. 
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